
第７４回
小樽市住宅行政審議会

＜報告事項1＞

道営高島団地の事業主体変更について
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現状及び経過①
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【現状】
・現在、高島地区の団地は道営住宅（２棟）と市営住宅（４棟）が混在
・小樽市公共賃貸住宅長寿命化計画（令和２年３月策定） ⇒ 高島地区市営住宅の集約建替えを位置づけ

【経過】
・令和３年８月２７日付け 小樽市→北海道 要望書「道営住宅の整備について」(色内小学校跡地での道営住宅

の建設について) 提出

・令和３年１０月２９日付け 北海道→小樽市 事業決定通知書「道営住宅整備事業について」受領（①～④）

第７１回小樽市住宅行政審議会（令和４年２月４日～１８日書面開催（※コロナまん
延防止重点措置）の「旧色内小学校跡地の利用について」の中で、上記経過等を報告

①旧色内小学校跡地での道営住宅建設
②市営稲穂改良住宅入居者の新道営住宅への受入れ
③北海道と小樽市の連携(集会室（道営住宅）)を利用しての「子育て支援事業」等の実施
④道営住宅高島団地（２棟６４戸）の事業主体変更についての協議

【④道営住宅高島団地の事業主体変更についての協議内容】
◦高島地区の市営住宅の集約建替えについては、道営住宅と市営住宅が混在しているこ
とから、北海道との連携が重要である。
◦集約建替えの手法を検討した結果、道営高島団地を小樽市へ事業主体変更することによ
り、高島地区公営住宅の集約が図られ、効率的な住宅行政の推進につながることから、
道営高島団地の事業主体変更の協議をお願いする。



現状及び経過②
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・令和６年 ７月 ５日付け 小樽市→北海道 要望書「道営住宅（高島団地）の事業主体変更について」提出

・令和６年 ９月１８日付け 北海道→小樽市 承諾書「小樽市道営住宅（高島団地）の事業主体変更について」
受領

現在、令和７年４月１日付け道営高島団地の事業主体変更（北海道→小樽市）に向けて北海道と協議中

※現長寿命化計画では、高島団地は祝津団地と一体的な整備を行い、令和12年度以降、祝津団地を用途廃止し、高
島団地への集約・建替えを図ることとしており、次期計画策定の際に、検討を行う予定
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〇道営高島団地及び市営高島住宅の状況

土地 地番 地積

道営 小樽市高島５丁目１０９番５２ 外９筆 ７,６７９.２５㎡

市営 小樽市高島５丁目１０９番１ 外２０筆 １９,１９２.６１㎡

合 計 ２６,８７１.８６㎡

棟番号 構造 延床面積
管理
戸数

入居
戸数

駐車場
区画

道営

５１－１棟 鉄筋コンクリート造 ４階建 １,５３１.２６㎡ ２４戸 １２戸 ２２区画

５２ー１棟 鉄筋コンクリート造 ５階建 ２,６３９.９５㎡ ４０戸 １９戸 ３７区画

計 ４,１７１.２１㎡ ６４戸 ３１戸 ５９区画

市営

５２ー１棟 鉄筋コンクリート造 ５階建 ２,６２５.４０㎡ ４０戸 ２３戸 ４１区画

５２ー２棟 鉄筋コンクリート造 ５階建 ３,４５０.９４㎡ ５０戸 ３３戸 ３０区画

５２ー３棟 鉄筋コンクリート造 ５階建 １,９７８.００㎡ ３０戸 １７戸 １９区画

５３ー１棟 鉄筋コンクリート造 ５階建 ２,１２９.６４㎡ ３０戸 １８戸 １９区画

計 １０,１８３.９８㎡ １５０戸 ９１戸 １０９区画

合 計 １４,３５５.１９㎡ ２１４戸 １２２戸 １６８区画

建物等



〇今年度実施状況及び今後のスケジュール（予定）

令和６年 ７月 ５日 北海道へ事業主体変更に係る要望書提出

９月１８日 北海道から事業主体変更承諾書受領

１１月１８日 第７４回小樽市住宅行政審議会（報告）

１１月２０日 道営高島団地入居者への事業主体変更説明会（道・市）

令和７年 ３月 北海道から小樽市への不動産譲与契約締結（令和７年４月１日付け）

４月 １日 事業主体変更、小樽市の管理開始
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